
人事院公示第１５号

人事院は、人事院規則１６―０（職員の災害補償）第４５条第１項第３号の規

定に基づき、同号の率に関し、次のとおり決定した。

平成３１年４月１９日

人事院総裁 一 宮 なほみ

１ 人事院規則１６―０（職員の災害補償）第４５条第１項第３号の率は、別表

の左欄に掲げる補償又は福祉事業の支給の対象とされた月又は支給された日が

属する期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。

２ この決定は、平成３１年４月１日から効力を発生する。

別表

期間の区分 率

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで ０．１１

平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで ０．０９

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで ０．０８

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで ０．０６

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで ０．０５

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで ０．０４

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで ０．０３

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで ０．０２

平成２６年４月１日から平成３１年４月１８日まで ０．０１


